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誤うた相続対策から再生するには

攀軒:摯靭舞:難籍:舞11
バブル崩壊か らかな りの時間が経過

し、東京都 い部で地価が反転してデフレ
経済が終息を迎える兆しを見せていま

す。しかし、私の周囲ではパブルの後遺症に悩み苦しむ地
主、借地人が多数存在していることも撃実です。私は日夜
こういつた人々の問題解決に東奔西走していますが、なぜ
このような事態に陥つてしまつたのか、どとをどう修正す
れは、事態が好転するのかといったことに関して自F・5自答
を繰り返しています。

2次 相続対策としてマンションを建築
部内某区に居住されているAさ んから 「相続が発生した

ので、相談に乗つてはしい」旨の連絡があつたのは今から
ちようど 1年 前のことでした。電話の語り日からはさほど
切迫した感じを受けず、私の中では一般的な相続相談と認
識していました。ところが、全容を知るに従つて、問題の
大きさに頭を抱えることになるのです。

Aさ んには 3人 の弟と母親がいました。その母親が一昨
年の秋に亡くな り、相轟人はAさ んを合めて 4人 です。今
回はいわゆる 2次 相続であり、配偶者の税額軽減が使用で
きない等の理由で、 1次 相続時よりも税額が増えるケース
もあります。それを認識してセヽたことと、銀行か らのCllめ
もあつて既にAさ んは相続税対策を行つていました。12年
前に、母親名義の土地700坪 の上に15億円の借入金によつ
てマンションを建築しました。マンションの施主は法人で
あ り、法人の出資割合 はAさ んと母親とで半分ずつでし
た。その後、母親の持ち分をAさ んに贈与し、相続が発生
した際の持ち分はAさ ん9で 母親が 1と ならてぃました。
母親の持ち分比率を下げること自体は相続税対策として、
また相続発生後の選産分割の観点からは問題なしと判断で
きます。                       ′

しかし、ほかに重要な問題が隠されていたのです。借入
金によつて使務計上を使う相続税対策には、主に2つ の方
法があります。 1つ は親の土地を担保にして子供が借入金
によってマンション建築などの有効活用を行う方法と、A
さんのように法人を設立して法人が借入をして有効活用す
る方法です。どちらの場合も、地代等の処理によつて親の
土地に関する相続税評価に大きな影響を及ぼします。

親の土地の評価を下げたい場合には、相当の地代を支払
うことによって自然発生借地lleを発生させます。ただし、
法人が上物の所有者である場合には法人は借地権を資産計
上しなければならず、土地保有特定会社の秤価方法の採用
により、法人の株式評価が上昇してしまうというデメ リッ
トが発生します。法人において親の持ち株比率が高い場合
には、有効 陛に問題があるといえます。

上物の名義が子供の場合に、自然発生借地権を発生させ
ると、借地権分の財産が子供に移転し、相続税対策として
は有効 性あ りと判断できます。ただし、この方式を採用す
る場合にはヽ有効活用プランが妥当であることが要求され
ます。なぜなら、地代の支払いは質料収入か らなされるか
らです 。最悪の場合は空室の増加によつて質料収入が減少
し、借入金の返済もできずという事態も起こり得ます。

相当の地代を支払って無償返還届出書を提出
話をAさ んのケースに戻しましょう。税務署OBで ある

Aさ んの顧問税理士は、法人設立後に、相当の地代方式の
採用を勧めました。母親が保有している土地の評価を下げ
て、更に法人株式の持ち分を母親からAさ んに贈与するこ
とによつて、相続財産移転を計画したのです。しかし、こ
こで問題がありました。相当の地代を法人から母親に支払
つていたにもかかわらず、税務署に対して 「借地の無償返

導届出書」も提出していたのです。この書類を提出した場
合の相続時の土地評価は、利用制限を受ける使用貸借の評
価となり、自用地の80%の 評価額となります。

法人が建築したマンションは、ここ数年は空室が目立つ
ようにな り、賃料収入も年間で5,000万 円に下落していま
した。本来は法人が母親に相当の地代を支払 うはずでした
が、実際は地代を支払うことができず、法人の経理上は未
払い金、母親は法人に対して貸付金という処理になつてい
ました (右の図参照)。

そんな最中に相続が発生 してしまいました。相当の地代
方式による借地権が発生していた場合には、土地の評価は
借地権割合 (70%)を 差し引いた30%評 価にな ります。法
人の株式評価は借地権を資産計上しても借入金の債務によ
り打ち消され、株価評価はゼロとなります。

しかし、Aさ んの場合には無償返還の届出書が出ていた
ために、土地の評価は自用地の80%評 価となりました。そ

のため、相続税5,000万円が発生することになり、相続人
はこの納税に頭を痛める結果となりました。
母親には預金が3,000万円ありましたが、マンションの

抵当権者と同じ銀行の担保に入つていました。法人がマン
ションを建築する際には、母親の土地も担保に入り、しか
もイ固人保証も求められていました。相続が発生したことを
知つたM銀 行は、相続財産が確定していない段階にもかか
わらず、勝手に担保権を実行して3,000万円を回収してし
まいました。従つて、相続人はこの預金を相続税の納税資
金に充当できなくなつてしまつたのです。

他財産の抵当を外して納税資金を捻出
私に相談があつたのは、銀行が預金の担保権を実行した

後のことでした。私は最悪のシナ リオを想定 してみ まし

た 。母親の土地は長男が相続することにな つていました
が、長男が相続税を納付できない場合には、国税1事土地を
公売してしまいます。法人名義の建物は、銀行が抵当権を
行使して競売に付すことが考えられます :

しかし、ここで銀行にとつて建物を競売することには間
題があることが分かりました。建物は借地権が付着してい
ない建物 (無権限建物 )の 評価となつてしまい、競落され
ない可能性があるのです。

母親は、ほかにワンルームマンション5戸 とアパー ト1
棟 (4室 )を 保有していました。これも上記と同じ銀行が
抵当権者でした。これらの財産の売却予想額は相続税額と
はぼイコールでした。私ι」ll目続税納税資金捻出のために銀
行と折衝し、ワンルームマンション5戸 とアパー ト1棟 の
抵当権を外すことの同意を取り付けました。更に空室対策
として、マンションの リフオームを促し、収益カアップを
図りました。銀行にとつて、担保価値は下落しますが、収
益カアップが見込まれることを認識し、このプランに納得
したのです。

相続税納税の時期が迫つていたため、いつたんは延納申
請し、売却終了後に延納を取 り消しました。最悪の事態は
免れたものの、多額の借入金付きのマンションは残存する
ことになり、Aさ んの苦悩が完全に払拭されたわけではあ
りません。

財産状況の定期的チェックで選択肢の拡大を
もし、相続発生前に私がAさ んに出会つていた場合には

どう0 うヽア ドバイスをしたかを自問してみました。まずは
相続税が発生しないようにすることを検討しました。その
ためには、建物を法人から母親に譲渡します

`土
地は貸家

建付地の評価となり (自用地評価の79%評 価を使用貸借地
の80%評 価とさほど変わらず)ま すが、借入金15億円の債
務が発生するため、相続税は課税されないというシミユレ
ーシヨン結果が出ます。ただし、この計画を遂行するため
には、母親が銀行か ら新たに借 り入れする必要があ りま
す。法人が売却代金を銀行に返済することにすれば、銀行
の債権が増えることはありませんので、同意してもらえる
可能性は大と考えられます。

この状態で相続が発生した場合に、相続人の選択肢は増
えます。債務超過であれば、相続放棄をすればよく、以降
は僚務を背負って生きる必要はなくなります。また限定承
認という方法も考えられます。

この事例から学んだ教訓は、 「借 り入れによる相続対策
を実行している場合には、自分の財産状況を定期的にチェ
ックする必要がある」ということです。多額の借金がある
ので相続税は課税されないだろうと考えるのは早計といえ
るのです。
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